
令和5年6月1日適用

（単位：円）

入浴介助加算 40円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6円/日 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の10.4％ 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の2.4％ 

介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の2.3％ 

○一日６時間以上７時間未満のサービスになります。

○一定以上の所得の場合は２割又は３割負担（介護サービス費のみ）になります。
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介護費/日
（１割負担）

食   費 加算料金/日

要支援１ 423

400円/日

要支援２ 446

介護費/日
（１割負担）

食　費

 

加算料金/日

要介護１ 456

400円/日

要介護２ 471

要介護３ 488

要介護４ 505

要介護５ 521

共用型デイサービス（介護予防）ご利用料金

共用型デイサービス ご利用料金


